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の申告はお早めに！税
➡問合せ　税務課　☎274―8546　　甲府税務署　☎254―6105

確定申告は「ｅ－Ｔａｘ」による電子申告を！01
　令和４年分の確定申告から、マイナンバーカードやスマートフォンを利用した「ｅ－Ｔａｘ」による確
定申告がさらに便利になりました！
　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」（下記ＵＲＬ）では、画面の案内に沿って金額など
を入力するだけで、確定申告書などの作成とｅ－Ｔａｘによる送信（提出）、印刷ができます。また、自動計
算されるので計算誤りがありません。
ＵＲＬ　https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

申告が必要な人は？02
　所得税（国に納める税金）を納付する場合や、払い過ぎの所得税の還付を受ける場合には、確定申告が必
要です。所得税の納付や還付がない人は市県民税（中央市と山梨県に納付する税金のこと。以下「住民税」）
の申告となります。３ページのフローチャートを目安に判断し、早めに申告の準備をしてください。
　令和４年度の住民税申告をした人には、２月上旬に申告のお知らせ（緑の申告用紙）を郵送します。収入
の状況により、確定申告が必要な場合もありますのでご注意ください。
　なお、国民健康保険税などは住民税の申告を基に算定されるため、収入がない場合でも住民税申告が必
要です。

どうやって申告するの？03
▶確定申告をする人
・	パソコンやスマートフォンから「ｅ－Ｔａｘ」で電子申告
・	自分で確定申告書を作成し、甲府税務署へ持参または郵送で提出
・	市の相談会場で申告（日程は４ページをご覧ください）
▶住民税申告をする人
　電子申告はできませんので、市の相談会場にお越しいただくか、郵送で提出してください。収入がな
かった人の申告は玉穂・豊富支所でも受け付けします。

中央市の相談会場で受け付けできない内容は？04
　次に該当する人は、甲府税務署の申告会場、または税理士事務所などで申告をしてください。作成済み
の確定申告書は、市の相談会場で預かり、甲府税務署に送付することができます。
①青色申告の人
②株式の売却、先物取引（ＦＸを含む）、仮想通貨による所得がある人
③土地、家屋などの売却による所得がある人
④住宅ローン控除の確定申告をする人で、ローンが連帯債務の人
⑤雑損控除がある人
※	②③にかかる所得が20万円以下の場合は、税務署で受け付けできない場合があります。その場合は、住
民税申告をしてください。
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申告フローチャート
　令和５年度（令和４年分）の申告について、下
記のフローチャートで「申告が必要かどうか」
「何の申告が必要か」がわかります。令和４年中
のみなさんの収入の種類別に確認してみてくだ
さい。

▶	フローチャートに当てはまらない場合もあ
ります。不明な点はお問い合わせください。

▶	令和５年度の申告は、令和５年１月１日が基
準日になります

▶	令和５年１月１日に住所があった市区町村
に申告、相談してください。

主に給与収入があった人
給与所得が2,000万円を超えている

確定
申告

勤務先が１か所のみで、勤務
先で年末調整した
※	勤務先が２か所以上でも合算し
ている人は「はい」へ

給与以外に所得がある

給与以外の
所得が20万
円を超える

いいえはい

医療費控除な
どの控除の追
加がある

給与所得の源泉徴収票に源
泉徴収税額の記載がある

はい いいえ

いいえ

はい

確定
申告

医療費控除な
どの控除の追
加がある

いいえはい

確定
申告

住民税
申告

住民税
申告

いいえはい

給与所得の源泉徴
収票に源泉徴収税
額の記載がある

いいえ

いいえ

はい

はい

確定
申告

確定
申告

所得金額が所得控
除合計額を超える

勤務先から市に給与
支払報告書が提出さ
れている
※	勤務先で確認してく
ださい

いいえはい

給与以外に所得がある

申告
不要

いいえはい

はい いいえ

いいえはい

※	給与収入は「給与所得者の源
泉徴収票」の支払い金額です。

住民税
申告

住民税
申告

主に年金収入があった人
公的年金の収入が400万円を超える

確定
申告

公的年金以外に所得がある

いいえはい

はい

公的年金以外の所得
が20万円を超える

いいえ

医療費控除や生命保険
料控除などの控除の追
加がある

いいえはい

確定
申告

住民税
申告 申告

不要

いいえ

公的年金の源泉徴
収票に源泉徴収税
額の記載がある

はい

いいえはい

確定
申告

住民税
申告

※	公的年金収入は「公
的年金等の源泉徴
収票」の支払い金額
です。

営業・農業・不動産収入などがあった人
所得金額が所得控除合計額を超える

いいえはい

確定
申告

住民税
申告

収入がなかった人、非課税所得のみの人
 （遺族年金、障害年金、失業保険などがあった人）

住民税
申告

※	住民税の申告は児童手当、国民健康保険税、後期高齢者医
療保険料、介護保険料の算定資料になります。また、福祉制
度の利用や所得証明書を取得する場合にも必要です。
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中央市の申告相談日程✓✓

受付会場・時間　中央市役所南館　206会議室
　午前９時～ 11時、午後１時30分～４時（最終日のみ午後３時まで）
※開場は午前８時から
申告会場　中央市役所南館　205会議室
※昨年とは会場が異なりますので、ご注意ください。

受付日 対象者、対象自治会

２月16日（木） 住民税申告の人、還付申告の人

　　17日（金） 大田和、藤巻、山王第１、新町第１、新町第２

　　20日（月） 今福、今福新田、臼井阿原第１、臼井阿原第２、山王第２

　　21日（火） 西花輪第１、西花輪第２、山王第３、山之神、宮北

　　22日（水） リバーサイド第１、リバーサイド第３、飛石、釜無

　　23日（木・祝） 指定された日に申告会場に来られない人

　　24日（金） 鍛冶新居、リバーサイド第２、桜、清川　

　　27日（月） 布施第３、布施第４、布施第５、東

　　28日（火） 東花輪第１、東花輪第２、東花輪第３、新道

 ３月１日（水） 久保、山宮、久保団地、中村、上手

 　　２日（木） 関原、木原、水上、川東

 　　３日（金） 浅利、高部、神明、山宮団地

 　　６日（月） 指定された日に申告会場に来られない人

 　　７日（火） 西新居、中楯、新城、井之口２

 　　８日（水） 下三條１、下三條２、井之口１、町之田

 　　９日（木） 若宮、下河東東、下河東下、下成島１、下成島２

　　10日（金） 極楽寺、高橋、上成島、一町畑、下河東西

　　13日（月） 上三條、乙黒、宿成島、新成島

　　14日（火）
　　15日（水）

以上の日程で申告会場に来られなかった人
※15日（水）の受付時間は午後３時まで

※	申告相談は上記の日程でいつでも受けることができますが、混雑などを避けるためできるだけご自身
の自治会対象日にお越しください。
※来庁する際は、マスクの着用、受け付けでの検温、手指消毒にご協力ください。
※体調不良や発熱の症状がある人は、受け付けができません。
※午前の受け付け人数が上限に達したときは、午後の受け付けになります。
※午前の申告相談は混雑しますが、	午後３時以降は比較的待ち時間が少なくスムーズに入場できます。
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申告の持ち物✓✓

・	マイナンバーカードまたは、マイナンバーがわかる書類と本人確認書類
・	昨年の申告書の控え
・	ボールペン（感染症防止対策のため、なるべく持参してください）
・	税務署からの「案内はがき」、または市からの「市県民税等申告書」（郵送された人のみ）
・	申告者名義の口座情報がわかるもの（還付になる人は必要）

給与所得、年金所得がある人 支払者が発行する源泉徴収票

営業、農業、不動産などの所得
がある人

収入や経費の内訳を記入した収支内訳書
※	自書申告となります。領収書を集計し、必ず事前に収支内訳
書を作成してください。

そのほかに所得がある人 所得額を証明するもの

1

2

3

▶

▶

▶

各種控除に必要な書類
	生命保険料や地震保険料などの控除証明書、社会保険料の支払
証明書、障害者手帳、寄附金受領書、医療費控除の明細書など

✓✓ ▶

控除を受けるために必要なもの

医療費控除について✓✓

　医療費控除は、本人や生計を一にする家族のために支払った医療費をもとに所得税や住民税を減税す
るもので、支払った医療費が返ってくるものではありません。医療費控除の申告には明細書（下図）の添付
が必要です。領収書は添付せず、自宅で５年間保存してください。市の相談会で医療費控除の申告をする
場合は、事前に明細書を作成してから来場してください。
▶明細書の記入方法
　右記の図①に医療費通知の金額を記入（医療費通知がない人
は記載不要）
※	医療費通知は加入している医療保険者が発行するもので
す。確定申告書に医療費通知の原本を添付します。領収書の
添付は必要ありません。

　右記の図②に医療費通知に記載がない領収書を集計して
「受診者ごと」「病院、薬局ごと」に１年間の金額を記入
※	「実際に支払った医療費」から「生命保険や高額医療費などで補
てんされた金額」を差し引いたものが医療費控除額になります。

▶国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入している人には次の通り医療費通知を郵送しています
種類 診療月 発送時期

国民健康保険
令和４年１月～ 10月診療分 令和５年1月までに発送済み
令和４年11月、12月診療分 令和５年２月末予定

後期高齢者医療保険 令和３年12月～令和４年11月診療分 令和５年１月末

※医療費通知に記載されていない期間は、領収書を集計して明細書に記載してください。※医療費通知に記載されていない期間は、領収書を集計して明細書に記載してください。
※医療費通知の再発行はできません。※医療費通知の再発行はできません。

１

２

所得を確認するために必要なもの

詳細は国税庁ホームページ
をご覧ください｡
確定申告　持ち物
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